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週休２日制工事 掲示例 

 

 

 

 

週休２日 



                                   （別紙３） 
              土木系工事補正率 

次に掲げる補正係数を乗じた補正を行うものとする。なお、現場作業を

伴わない工場製作に係る費用及び測量や調査・設計など、外注が想定され

る業務については、補正の対象としないものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 土木工事標準単価の補正対象及び補正係数は別表７による



                                   （別紙４） 
              建築系工事補正率 

(1) 補正方法 
  週休２日制工事において、次の①又は②の現場閉所（現場休息）の状況

に応じた補正係数により労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用

いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）

及び現場管理費（原則として、現場管理費率相当額）を補正する。 
①完全週休２日工事    労務費   1.02 

               現場管理費 1.01 
②月単位の週休２日工事  労務費   1.02 
※交通誘導警備員の労務単価も同様に補正すること。 

 
(2) 複合単価 
   複合単価の労務単価は、公共工事設計労務単価に補正係数を乗じて補正

する。 
 
(3) 市場単価、補正市場単価及び物価資料の掲載価格 

    市場単価と補正市場単価は、表１、表２及び表３（以下「各表」という。）

の補正率を用いた以下の式により補正する。 
   【新営工事】 
    ・市場単価 × 新営補正率 
    ・補正市場単価 × 新営補正率 
   【全館無人改修及び執務並行改修（施工の作業効率の影響が無い場合）】 
    ・市場単価 × 新営補正率 
    ・補正市場単価 × 新営補正率 
   【執務並行改修（施工の作業効率が悪くなる場合）】 
    ・市場単価 × 改修補正率 
    ・補正市場単価 × 改修補正率 
     

物価資料の掲載価格（市場単価以外の材工単価）を採用する場合は、掲

載価格を各表の補正率を用いた以下の式により補正する。 
   【新営工事及び全館無人改修】 
    ・物価資料の掲載価格 × 新営補正率 



   【執務並行改修】 
    ・物価資料の掲載価格 × 改修補正率 
 
(4) 単位施工単価 

ベース単価については、複合単価の方法により算定することとなっており、

この複合単価に含まれる労務単価に要領の補正係数を乗じて補正して算定す

る。 
シフト単価については、以下の式のとおり補正して算定する。 
補正単位施工単価は、これら補正をした単位施工単価より算出する。 

 
【工事場所が物価資料の掲載都市の場合】 
                          物価資料掲載の同一 
                          規格・仕様、工事場所 
週休２日補正後   工事場所の材料単価、要領の   の都市のシフト単価 
のシフト単価  ＝ 補正係数を乗じた労務単価を × 物価資料掲載の同一 
          用い算定したベース単価     規格・仕様、工事場所 
                          の都市のベース単価 
 
【工事場所が物価資料の掲載都市ではない場合】 
                          物価資料掲載の同一 
                          規格・仕様、地区を 
                          包括する代表都市の 
週休２日補正後   工事場所の材料単価、要領の   シフト単価 
のシフト単価  ＝ 補正係数を乗じた労務単価を × 物価資料掲載の同一 
          用い算定したベース単価     規格・仕様、地区を 
                          包括する代表都市の 
                          ベース単価 
 



  



                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

（別紙５） 

「農林水産省 土地改良工事積算基準」及び「愛知県 土地改良事業等請負工事積算基準」
を適用する工事 
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